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◆泉南警察署からお知らせ
■春の全国交通安全運動
　４月６日（土）～ 15日（月）
　交通ルールを守り、交通事故
のないまちづくりを目指しまし
ょう。
～運動の重点～
▼子どもと高齢者の交通事故防止
▼全てのシートベルトとチャイ
ルドシートの正しい着用
▼自転車の安全運転の推進
○自転車は車道が原則、歩道は
例外
○車道は左側を通行
○歩道は歩行者優先で、車道寄
りを徐行
○安全ルールを守りましょう
○子どもはヘルメットを着用
▼飲酒運転の根絶
▼交差点における交通事故防止

募　集
◆岬町文化協会
　平成 25 年度総会と
　　　会員募集のご案内
▼対象　文化活動を理解し、岬
町文化祭に協力し参加を希望す
る個人及び団体。原則として岬
町在住・在勤者。
▼会費
　個人会員　年額　2,000 円
　団体会員　年額　10,000 円
▼申込方法　申込用紙に記入の
上、総会会場でお申し込みくだ
さい。申込用紙は生涯学習課で
配布しています。
▼総会日時　４月 20 日（土）
　13 時 30 分～
　※ 13 時受付開始
▼総会日時　海風館多目的室
▼申込締切　総会不参加の場合
は、４月 19 日までに生涯学習
課へお申し込みください。
▼問合せ　生涯学習課
　☎ 492 － 2715

◆議会の２月の主な活動
５日　議会運営委員会
　　　全員協議会
６日　大阪府都市監査委員研修会
７日　南部地区議長会議員セミナー
８日　農業委員会、市町村トップセミナー
12 日  泉州南消防組合議会全員協議会　　
13 日  泉州南消防組合議会第１回臨時会
14 日  空港対策・企業誘致委員会
16 日  泉州国際市民マラソン
　　　レセプション
19 日  例月監査
25 日  阪南岬消防組合
　　　第１回定例議会
26 日  議会運営委員会
　　　全員協議会

その他
■春の地域安全運動
　４月 21日（日）～ 30日（火）
▼ひったくりや自転車・オート
バイ盗の防止
○自転車の前カゴには「ひった
くり防止カバー」をつけましょう。
○オートバイにはハンドルロッ
ク、U 字ロックを活用し、二重
ロックにしましょう。
▼子どもと女性の犯罪被害の防止
　不審者や痴漢被害などから身
を守るため、防犯ブザーを携帯
しましょう。
▼空き巣等による侵入被害の防止
○玄関や窓ガラスには補助錠を
つけましょう
○在宅中や短時間の外出でも必
ず施錠しましょう
▼振り込め詐欺の被害防止
○振り込む前に、まず相談を。
▼問合せ
　泉南警察署　☎ 471 ‐ 1234

自立支援医療（育成医療）と
未熟児養育医療の

申請窓口が変わります
　法律等の改正により、４月１日から自立支援
医療（育成医療）と未熟児養育医療の２医療の
公費負担医療費助成については、大阪府から市
町村に事務が移譲され、申請受付及び受給者証
等の発行は各市町村が行うことになりました。
▼問合せ
○自立支援医療（育成医療）
　地域福祉課　☎ 492‐ 2700
○未熟児養育医療
　子育て支援課　☎ 492‐ 2709
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24平成 25（2013）年４月号

税

人 の 動 き

平成 25 年３月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，８１０ 
１７，３５９人
   ８，１６５人
   ９，１９４人

（ー　１）
（－１１）
（－　１）
（－１０）

前月比

◆税務署からお知らせ
■平成 24 年分所得税等の
　確定申告に係る振替納付日
▼所得税　４月 22 日（月）
▼個人事業者の消費税及び地方
消費税　４月 24 日（水）
■確定申告が間違っていたとき
　確定申告書を提出した後で、
申告した内容に計算誤りなどの
間違いがあることに気付いた場
合は、次の方法で訂正すること
ができます。
▼税額を多く申告していたとき
　「更正の請求」をして正しい
税額への訂正を求めることがで
きます。請求内容が正当と認め
られたときは、正しい税額に減
額されます。請求書は、次の期
間内に提出してください。
○平成 23 年分、平成 24 年分
　法定申告期限から５年以内
▼税額を少なく申告していたとき
　「修正申告」をして正しい税
額に修正してください。
　修正申告によって新たに納め
る税額には、法定申告期限の翌
日から納付する日までの期間に
ついて延滞税がかかりますので、
できるだけ早く申告及び納付す
るようにしてください。また、修
正申告により、新たに加算税が
賦課される場合があります。
▼確定申告を忘れていたとき
　できるだけ早く申告するよう
にしてください。

　提出期限に遅れて申告した場
合などには、新たに加算税が賦
課される場合があるほか、法定
納期限の翌日から納付日までの
延滞税を併せて納付しなければ
なりませんので、ご注意ください。
※更正の請求、修正申告などの
手続きについて、ご不明な点が
ありましたら国税庁ホームペー
ジをご覧いただくか、税務署に
おたずねください。
▼問合せ
　泉佐野税務署　☎ 462 ‐ 3471

高齢福祉
◆ 65 歳以上の
　　介護保険料について
　平成 25 年度の介護保険料は、
個人や世帯の課税状況や合計所
得額により所得段階が決定しま
すので、所得段階が決定するま
では介護保険料を仮算定した額
でお納めいただきます。「介護
保険料額決定通知書」は所得が
確定する７月頃に発送します。
■既に年金から天引きされてい
　る方
　２月と同じ介護保険料額を４
月及び６月の年金支給時に天引
きします。なお、保険料は仮算
定額となりますので、所得段階
が確定後、８月の年金の支給時
に差額を調整します。なお、「介
護保険料額仮算定通知書」は送
付しませんのでご了承ください。
■年金から天引きが開始する方

　介護保険料を納付書又は口座
振替によりお支払いの方のうち、
年金保険者から通知のあった方
については年金からの天引きを
開始します。対象の方には「特
別徴収開始通知書」を送付しま
す。なお、保険料は仮算定額と
なりますので、所得段階が確定
後、８月の年金の支給時に差額
を調整します。また、年度の途
中から年金からの天引きを開始
する方については、年金からの
天引きが開始されるまでの間、
これまでどおり納付書又は口座
振替でお支払いいただきます。
■納付書又は口座振替でお支払
　いいただく方
　65 歳に到達した方や、年金
から天引きできない方は、納付
書又は口座振替で介護保険料を
お支払いいただきます。既に、
65 歳になっている方は４月上
旬頃に、年度途中で 65 歳にな
る方は年齢到達の翌月中旬頃ま
でに「介護保険料額決定通知書」

（６月までは「介護保険料額仮
算定通知書」）を送付します。
※年金から天引きが開始になる
場合は事前にお知らせします。
▼問合せ
　高齢福祉課　☎ 492 ‐ 2703

電話番号が変わります

　４月１日（月）午前９時から
大阪府救急医療情報センターの
電話番号が変更されます。
※変更後の電話番号
　☎ 06‐ 6693 ‐ 1199
　（24 時間、365 日）

大阪府救急医療

情報センターの
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ４月 10 日（水）・24 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）

役場住民活動センター
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 ４月 16 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■役場相談室（要予約）
　４月19 日（金）午後１時 30 分〜３時
■「まつのき園」相談室
　平日８時 45 分〜 17 時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メール
等で対応。なお、緊急の電話対応は、相
談員が 24 時間対応。
■「まつのき園」 出張相談（要予約）
　４月24日（水）午後１時30分〜４時

■役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700
■「まつのき園」相談室
　☎ 471 − 6863 ／ FAX471 − 6868
　メールアドレス
　　soudan@helenkeller.jp
■「まつのき園」 出張相談
　役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700

◆介護相談
■岬町地域包括支援センター
　平日　午前９時〜午後５時 30 分
■在宅介護支援センター淡輪園
　年中無休・24 時間体制

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716
■在宅介護支援センター淡輪園
　☎ 494 − 0789

◆教育に関する相談 平日　午後１時 30 分〜３時 学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 ４月 12 日（金）午後１時〜４時 役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権相談

■役場監査委員室
　４月２日（火）、16 日（火）
　午後１時 30 分〜３時
■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時

■役場監査委員室
　人権推進課　☎ 492 − 2773

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270

■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談 火〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 文化センター　☎ 492 − 0304

◆地域就労支援相談 平日　午前９時〜午後５時 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 平日　午前９時〜午後５時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談（予約制）４月 22 日（月）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）４月 16 日（火）午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

岬町立保健センター　
まちづくり戦略室　☎ 492 － 2775

◆福祉なんでも相談

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
　４月２日（火）11時～午後１時
■喫茶めだか組（多奈川小学校）　
　４月10日（水）午後１時～午後３時
■ふれあい喫茶（深日会館）　　　
　４月 17 日（水）午前 10 時～正午
■オークワ岬店　　　　　　　　　
　４月 24 日（水）午前 10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633
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　淡輪海水浴場（ときめきビーチ）内で潮干狩りを開催します。ご家族揃ってゆっくりお楽しみください。
▼期間　４月20日（土）～６月２日（日）　※期間中楽しいイベントがあります（入場者のみ参加可能で無料です）
○５月５日　似顔絵コーナー　※人数制限有、先着順　　　　　　　　
○５月 12 日　タコのつかみ取り　※人数制限有、希望者多数の場合抽選（150 名）、３歳以上小学生以下対象
○毎週土曜日（①午前 11 時～　②午後 2時～　※ 5月 4日（祝）除く）　サザエ、ハマグリの掴み取り（入
場者のみ、１回 500 円）　　　　
○小学校の団体様で、潮干狩り入場者にヒラメの放流体験（１人１匹、先着 1,000 名）
▼時間　午前８時～午後５時
▼入場料　大人 1,300 円　　小人 700 円（お土産　大人 800 ｇ、小人 500 ｇを進呈）
▼特典　潮干狩り場に入場された方にはマリンロッジ海風館の入浴割引券（当日のみ有効）を差し上げます。
▼駐車場　会場内に有料駐車場あり
※駐車場利用時間帯　平日　午前８時 30 分～午後 5時　土・日・祝日：午前 8時から午後 5時
▼問合せ　淡輪漁業協同組合　☎ 494 － 3069　　淡輪潮干狩管理組合　☎ 494 － 2141

潮干狩りのお知らせ

　淡輪第４区の児童公園の清掃について少しふれてみたいと思います。
淡輪４区住民の今坂仙二氏は、子どもたちが安心して遊べるように、ほ
とんど毎日小石を拾ったり草を刈ったりして児童公園を清掃されていま
す。また、岬高校の生徒たちが山海人プロジェクトでプランターに植え
た花に水をやり続けてくださっています。
　今坂氏の行動に感銘を受け、町のために行動してくださる方が増える
ことを願っています。

　歳末の夜警・火の用心で毎年 12 月 28 日～ 30 日の午後９時～ 11
時まで、「火の用心」と連呼しながら拍子木を打ち、夜回りをして
います。
　班長をはじめ、希望者を募っておりますが、なかなか人数は集まり
ません。そんな中で、高木獎君は小学六年生の頃から中学二年生にな
る現在まで、祖父の高木昇氏と一緒に参加してくださっています。

町内の清掃を頑張っています！

３年間、夜警に参加し続けています！

41

42

　今回は３月まで淡輪４区自治区長を務められた塩谷さんから記事をいただきました。
　「より多くの人が町の行事に参加し、岬町をよりよいまちにしていけることを願って今回の投稿
に至りました」とのことです。


